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 案件 

地域未来投資促進法における 

大阪府枚方市基本計画（第２期）の作成について 

商工振興課 

１．政策等の背景・目的及び効果 

本市における、現行の「大阪府枚方市基本計画（以下、「基本計画」という。）」が令和６年度末に計

画終期を迎えることから、今般、国へ第２期基本計画（案）の協議書を提出しましたので、概要につい

て報告するものです。 

 

※「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（以下、「地域未来投資促進法」という。）」に基

づき、本市では令和元年度に大阪府と共同で基本計画を作成し、本市の特性を生かした高い付加価値の創出が期待できる

「成長ものづくり分野」及び「医療・ヘルスケア分野」の事業に取り組む事業者の支援に取り組んでいます。市内事業者は、

基本計画に基づき、「地域経済牽引事業計画」を策定し、大阪府の承認を得ることで、設備投資に対する減税などの支援措

置を受けることができます。 
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２．内容 

（１）第２期基本計画（案）の概要 

大阪府枚方市における基本計画（案）の概要のとおり（５ページ参照） 

（２）第２期基本計画（案）の主な改定内容 

①新たに重点促進区域を設定 

国の基本方針や地域の意向等を踏まえ、新たに重点促進 

区域を２カ所設定します。 

 

 

 

 

 
※全国的な産業用地不足の解消に向け、令和５年 12月に地域未来投資促進法 

の基本方針が改正され、特に重点的に産業促進を図る区域（重点促進区域） 

を定めた場合は、市街化調整区域であっても開発許可手続きの配慮を受ける 

ことができるようになった。 

重点促進区域 
第二京阪道路沿道産業集積ゾーン  

重点促進区域 
長尾駅周辺沿道産業集積

ゾーン 

◆茄子作・高田地区にあたる「第二京阪道路沿道産業 

集積ゾーン」 
 

◆長尾駅周辺地区にあたる「長尾駅周辺沿道産業集積 

ゾーン」 
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②地域経済牽引事業の承認要件の見直し 

・「要件２」の地域経済牽引事業に取り組む事業者が創出する付加価値額を、大阪府１事業所あたり

の平均付加価値額である「6,889 万円」に時点修正。 

・「要件３」の「雇用者数」及び「雇用者平均給与額総額」を、「４％以上増加」に時点修正。 

 
※大阪府内で基本計画を策定する自治体は原則、府算出数値を適用 

 

参考 

国による主な支援措置 

①税制による支援：地域経済牽引事業に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の 

特別償却（最大50％）又は税額控除（最大６％）を受けることが可能等 

②金融による支援：日本政策金融公庫からの固定金利での融資、信用保証協会による債務保証等 

③規制の特例措置：農地転用許可等の手続きに関する配慮、市街化調整区域の開発許可の手続きに 

関する配慮等 
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３．実施時期等 

令和７年２月    総務委員協議会へ報告 

４月１日  国が基本計画に同意（予定）・公表 

 

 

４．総合計画等における根拠・位置付け 

①総合計画 ・基本目標 安全で、利便性の高いまち 

施策目標５ 快適で暮らしやすい環境を備えたまち 

 

・基本目標 地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 

施策目標21 地域産業が活発に展開されるまち 

 

②枚方市都市計画マスタープラン 第２章 全体構想３ 部門別の方針「土地利用」 

 

５．関係法令・条例等 

地域未来投資促進法、都市計画法 
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参考資料 


